
平
成
十
九
年
総
務
省
・
財
務
省
令
第
二
号

地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
及
び
事
項
を
定
め
る
省
令

地
方
財
政
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
六
十
七
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
及
び
事
項
を
定
め
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
財
政
状
況
を
示
す
数
値
と
し
て
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
）

第
一
条
　
地
方
財
政
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
財
政
状
況
を
示
す
数
値
と
し
て
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
計
画
期
間
の
最
終
年
度
の
翌
年
度
ま
で
の
各
年
度
（
以
下
「
各
計
画
年
度
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
三
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
実
質
赤

字
額
を
各
計
画
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
法
第
五
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
標
準
的
な
規
模
の
収
入
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
次
号
に
お
い
て
「
標
準
財
政
規
模
の
額
」
と
い
う
。
）
で

除
し
て
得
た
数
値

二
　
地
方
公
共
団
体
の
法
第
五
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
債
の
元
利
償
還
金
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
債
の
元
利
償
還
金
」
と
い
う
。
）
の
額
と
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
準
元
利
償
還
金
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
準
元
利
償
還
金
」
と
い
う
。
）
の
額
と
の
合
算
額
か
ら
地
方
債
の
元
利
償
還
金
又
は
準
元
利
償
還
金
の
財
源
に
充
当
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
定
の
歳
入
に
相
当
す
る
金
額
と
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十

一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
地
方
債
の
元
利
償
還
金
及
び
準
元
利
償
還
金
に
係
る
経
費
と
し
て
普
通
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入
さ
れ
る
額
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
（
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
算
入
公
債
費
等
の
額
」
と
い
う
。
）
と
の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
を
標
準
財
政
規
模
の
額
か
ら
算
入
公
債
費

等
の
額
を
控
除
し
た
額
で
除
し
て
得
た
数
値
で
各
計
画
年
度
の
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
定
め
る
数
値

（
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
二
条
　
令
附
則
第
六
条
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
同
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項

イ
　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
合
併
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
市
町
村
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
合
併
を

し
よ
う
と
す
る
市
町
村
で
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
の
あ
っ
た
も
の
　
合
併
特
例
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
併
市
町
村
基
本
計
画
の
内
容

ロ
　
旧
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
市
町
村
（
平
成
七
年
四
月
一
日
以
後
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
合
併
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限

る
。
）
　
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
建
設
計
画
の
内
容

二
　
行
政
改
革
及
び
財
政
状
況
に
関
す
る
情
報
の
公
開
の
状
況

三
　
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
策
評
価
に
準
じ
て
地
方
公
共
団
体
が
行
う
政
策
評
価
の
導
入
の
状
況

四
　
職
員
の
数
の
現
況
及
び
将
来
の
見
通
し

五
　
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
決
算
に
お
け
る
人
件
費
、
物
件
費
及
び
維
持
補
修
費
を
合
算
し
た
額
そ
の
他
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
事
務
に
要
す
る
経
費
の
見
通
し

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
定
め
る
事
項

（
公
営
企
業
の
経
営
の
状
況
を
示
す
数
値
と
し
て
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
）

第
三
条
　
令
附
則
第
六
条
第
一
項
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
公
営
企
業
の
経
営
の
状
況
を
示
す
数
値
と
し
て
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
数
値
に
つ
い
て
は
地
方
公
営
企
業
法

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
適
用
す
る
企
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
適
用
企
業
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。

一
　
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
数
値

イ
　
法
適
用
企
業
　
各
計
画
年
度
に
お
け
る
法
第
五
条
の
四
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
金
の
不
足
額
を
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
営
業
収
益
の
額
か
ら
受
託
工
事
収
益
の
額
を
控
除
し
た
額
で
除
し
て
得
た
数
値

ロ
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
公
営
企
業
の
う
ち
法
適
用
企
業
以
外
の
も
の
　
各
計
画
年
度
に
お
け
る
法
第
五
条
の
四
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
の
不
足
額
を
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
営
業
収
益
に
相
当
す

る
収
入
の
額
か
ら
受
託
工
事
収
益
に
相
当
す
る
収
入
の
額
を
控
除
し
た
額
で
除
し
て
得
た
数
値

二
　
法
第
六
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
公
営
企
業
ご
と
の
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
地
方
債
に
係
る
元
利
償
還
金
に
相
当
す
る
額
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
支
出
を
合
算
し
た
額
又
は
減
価
償
却
費
、
企
業
債
利
息
そ
の
他
こ
れ
ら

に
類
す
る
支
出
を
合
算
し
た
額
を
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
額
又
は
量
で
除
し
て
得
た
数
値

イ
　
軌
道
事
業
及
び
鉄
道
事
業
（
都
市
高
速
鉄
道
事
業
債
を
も
っ
て
そ
の
建
設
、
改
良
等
に
要
す
る
資
金
に
充
て
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
　
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
旅
客
運
輸
収
益
の
額

ロ
　
病
院
事
業
　
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
医
業
収
益
の
額

ハ
　
そ
の
他
の
公
営
企
業
　
各
計
画
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
給
付
に
つ
い
て
料
金
そ
の
他
の
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量

三
　
各
計
画
年
度
の
前
年
度
の
末
日
に
お
け
る
繰
越
欠
損
金
の
額

四
　
令
第
十
条
に
規
定
す
る
一
般
会
計
等
か
ら
の
繰
入
金
の
額

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
が
定
め
る
数
値

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
二
号
）
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こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
二
七
日
総
務
省
・
財
務
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
財
政
法
施
行
令
第
二
条
第
四
項
、
第
十
七
条
第
四
項
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
八
条
第
三
項
並
び
に
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
要
件
を
定
め
る
省
令
及
び
地
方
財
政
法
施
行
令
附
則
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
数
値
及
び
事
項
を
定
め
る
省
令
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
の

地
方
債
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
三
年
度
以
前
の
年
度
の
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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